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パリ協定第6条の最新動向
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パリ協定第6条の全体像

6条2項
協力的アプローチ

6条4項
持続的な開発に貢
献するメカニズム

6条8項
非市場アプローチ

特長

民間企業
との関係

国際的に移転したクレジット
を排出削減目標に活用

CDMの後継メカニズム 緩和、適応、資金、
キャパビルなど

6条パイロットやCORSIA等 CDMや新たな国連
メカニズムのクレジット

CDM
COP26で決定
移管予定

パリ協定
第6条4項

非市場アプローチを通じた
支援

その他CORSIAで認められたスタンダード

（現在の交渉テキストでは、6条2項が大きな
枠組みとなり、その下に6条4項も位置付けら
れています）



3

6条の交渉グループにおけるスイスの位置づけ

UG

UNFCCCにおける交渉グループ

EIG

EU G77+中国（現在134か国）

BASIC

AILAC

LMDC アラブG

AOSIS AGN LDCs

ボリビア

※交渉グループ略語
 UG：Umbrella Group（アンブレラグループ）
 EIG: Environmental Integrity Group（環境十全性グループ）
 BASIC：ブラジル、南アフリカ、インド、中国の4か国で結成されたグループ
 LMDC：Like-Minded Developing Countries（同志途上国）
 AILAC：中南米・カリブ海独立連合（チリ、ペルー、コロンビア、コスタリカ等）

 AOSIS：Alliance of Small Island States (小島嶼国連合）
 LDCs: Least Developed Countries（後発開発途上国）
 AGN：アフリカグループ

※その他、交渉グループとして、ABU、ALBA、OPEC、SIDS等が存在。

G77+中国のグループ内でも環境十全性重視派（AILAC・AOSIS・AGN・LDCs）が増え、
京都ユニット（CDMクレジット等）のパリ協定への移管に反対。適応への資金支援を重視。

市場メカニズム
の導入に反対

40カ国 54カ国 48カ国8カ国

24カ国 22カ国

サウジが発言 エジプトが発言

コスタリカ
が発言

セントルシア
が発言

セネガルが発言 エチオピア
が発言

環境十全性（保守的な削減
量）、人権・先住民族・持続
可能な開発への対応を重視

モナコです
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SB2021の結果
国連気候変動枠組条約に基づく科学上及び技術上の助言に関する補助機関（SBSTA）及び実施に関する補助

機関（SBI）会合を初めてオンラインで開催（通常、ドイツ・ボンで対面開催）。
 10月31日からのCOP26に向けた準備会合として開催され、パリ協定第6条に関しても非公式な議論を実施。

適応への資金

パリ協定6.4項におけるNDC
外の二重使用の回避

迅速な運用の確保（6.2項、
6.4項、6.8項）

パリ協定6条の野心の実現

クリーン開発メカニズム
（CDM）の6.4項への移管

世界全体の排出削減
（OMGE）の実施

NDC達成に向けた京都議定書
ユニットの使用

6.8項の実施

6.2項における温室効果ガス
及び非温室効果ガスの報告と

アカウンティング

他の6条の課題（ベースライ
ン・追加性キャパビル等）

非公式会合では、京都ユニットの移管による野心への影響や、ベースラ
イン・追加性、また、6条のキャパシティビルディングの重要性も確認

6条に関して議論されたトピック

SB2021には、5,800人程度が参加
(2019年実績：3,400人程度（対面））

※略語
OMGE: Overall Mitigation in Global Emissions、CDM: Clean Development Mechanism
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まとめ

 SB2021における開会プレナリーでは、各交渉グループより、パリ協定第6条の決定を望む意見が数多く表
明された。また、閉会プレナリーにおいても、今後、技術的な解決策に向けた議論を継続すべきとの主張
が多く見られた。

 各交渉グループのポジションに変化がない場合、対立構造は変わらず、交渉が難航する恐れ。

 主要な論点となるのは以下の3点。閣僚級でどこまで妥協案を見出せるかがポイント。
１）適応への課税（Share of Proceeds（SOP）)
２）6条4項における二重計上の回避（相当調整の適用）
３）NDC達成のための京都ユニットの使用

6月

プレCOP26
(9/30- 10/2)

SB2021
（オンライン）

5/31-6/17

※各国による6条に対する
サブミッション（意見
書）も数多く提出

6条に関する
非公式閣僚級会合開催
（6/23, 7/7及び12）

COP26議長主催による
閣僚級会合

（7/25-26：ロンドン）

非公式技術専門家対話及び
ワークショップの開催？

COP26
(10/31 -11/12)

7月 8月 9月 10月 11月
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IGES 6条特集ページの公開（7月1日）

今後、6条に関する最新情報を提供いたします。

https://www.iges.or.jp/jp/projects/paris-agreement-article-6

https://www.iges.or.jp/jp/projects/paris-agreement-article-6
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ご清聴ありがとうございました。


